
☆生存権裁判を支援する北海道の会第４回総会☆

「老齢加算復活を何としても勝ち取ろう！！」

１０
月

１６
日
、
晴
れ
渡
る
秋
空
の
も
と
札
幌
市

白
石
区
の
菊
水
ビ
ル
で
、
生
存
権
裁
判
を
支
援

す
る
北
海
道
の
会
第
４
回
総
会
が
開
か
れ
ま

し
た
（
参
加

５０
名
）
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
青
木
紀
代
表
の
「
老
齢

加
算
復
活
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
し
よ
う
」
と
い
う

あ
い
さ
つ
に
始
ま
り
、
Ａ
さ
ん
（
札
幌
市
白
石

区
）
、
Ｓ
さ
ん(

札
幌
市
西
区)

、
Ｕ
さ
ん(

札
幌

市
東
区)

の
３
氏
か
ら
生
保
高
齢
者
世
帯
の
深

刻
な
生
活
実
態
が
報
告
さ
れ
、
内
田
信
也
元
弁

護
団
長
か
ら
は
、
６
月
の
福
岡
高
裁
判
決
の
意

義
と
全
国
の
裁
判
の
現
状
が
私
た
ち
の
運
動

と
関
係
づ
け
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く
語

ら
れ
ま
し
た
。
休
憩
を
は
さ
み
、
母
子
裁
判
の
元
原
告
・
菊

地
繭
美
さ
ん
の
連
帯
挨
拶
や
フ
ロ
ア
ー
か
ら
の
発
言
を
受

け
、
「
高
齢
者
の
貧
困
と
い
う
『
シ
ン
プ
ル
』
な
事
実
が
も

っ
と
正
面
か
ら
議
論
・
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
社

会
に
何
を
訴
え
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
」
と
い
う
青
木
代
表

の
問
題
提
起
と
と
も
に
シ
ン
ポ
を
終
え
ま
し
た
。

総
会
は
、
次
に
、
三
浦
誠
一
事
務
局
長
か
ら
①
母
子
加
算

復
活
を
勝
ち
取
っ
た
運
動
の
経
過
報
告
②
老
齢
加
算
復
活

に
向
け
て
の
方
針
③
財
政
④
役
員
体
制
の
提
案
が
な
さ
れ
、

質
疑
応
答
の
の
ち
拍
手
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
甲
斐
基
男
北
海
道
社
会
保
障
推
進
協
議
会
副
会

長
が
参
加
者
に
「
老
齢
加
算
復
活
を
、
の
声
を
広
げ
る
運
動

を
大
い
に
盛
り
上
げ
よ
う
」
と
よ
び
か
け
閉
会
し
ま
し
た
。

希望の明日
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生存権裁判 を支援 する 北海道 の会

事務局：北海道生活と健康を守る会連合会
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メ ール ： d o s e i r e n @ j o y . o c n . n e . j p

～フロアーから～身寄りがなく

有料老人ホームに入らざるを得な

いある方は、保護費から入居費を

引くと手元に残るのは 3,260 円。

老齢加算復活へ力を合わせたい。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

３氏の発言を受けて



シンポジストの発言；要旨（詳しくは次号以下で順次ご紹介します。）

【Ａさん（札幌市白石区）】夫婦２人、月１１万円の保護費でやりくり。食費が大変で、

お世話になった方が亡くなった時に謝礼できないのは人間として恥ずかしい。生保基準よ

り低い人と比べて加算を廃止したが、その人達を引き上げるのこそ行政の仕事ではないの

か。

【Ｓさん（札幌市西区）】年金８万円の不足分を生保で補っている。義兄のお葬式にお金

が無くて行けないところだった。老齢加算は絶対廃止してはいけないと思う。

【Ｕさん（札幌市東区）】無年金のため平成１３年から生活保護を受けている。８月の政

権交代後、希望を持って国会を見ていましたが、政権党には失望しました。一日も早く老

齢加算を復活させましょう。

福岡高裁判決の意義と全国の裁判の現状 内田信也弁護士

現在判決が出ているのは、６件（地裁が東京・京都・広島・福岡、高裁が

東京・福岡）。福岡高裁以外は全て敗訴だが、私たちの運動の成果で敗訴判

決にも元々あった制度の後退への慎重な目配りがあり、それが６月の勝訴

につながったと思う。福岡高裁判決は、国が専門委員会の中間とりまとめ

の「但し書き」で指摘した、「高齢者世帯の生活水準が維持されるよう引き

続き検討」すべきとしたのにそれをせず、激変緩和措置も講じていないとの理由で廃止は違法と

した。つまり、実態というより手続きの違法性を重視したもの。これは裁判官によって変わりよ

うがなく、以外に手堅いかもしれない。舞台は最高裁。勝ってもらわねば。北海道から運動を押

し上げよう。

◆総会への提案 三浦誠一事務局長
（１）経過と活動；①母子加算復活決定までのドラマ②老齢加算復活に向けた奮闘。

（２）活動方針 老齢加算復活に向けて

①１．福岡高裁勝利判決の意味や意義を全道に発信する。

２．「老齢加算復活させて」の手記を集め、生の声を全道に。

②全国の運動に呼応して、署名・議員への要請行動を強めよう。

③パンフレット「『人間裁判』元裁判官の手記」の活用。➪ 学習・財政活動

④会費・カンパを組織していく。

（３）財政 ～略（決算・予算ともに承認されました）。

（４）役員体制～高田副代表辞任。他は留任。新副代表を検討する。

＜事務局からのお願い＞ ①「老齢加算復活させて」の手記をお寄せ下さい。

②１１／１～５「国会集中行動」に向け署名を集めています。至急事務局までお送り下さい。

③パンフレット「『人間裁判』元裁判官の手記」（頒価２００円・送料別）～在庫あります。たた

かいの指針となり、資料的価値の高いパンフです。ぜひ、ご購入・普及をお願いします。

④会費（１口千円）・募金のご協力をお願いします。持参していただくか郵便振込になります。

【振込先】加入者名「生存権裁判を支援する北海道の会 会計 細川久美子」

口座記号０２７４０－８ 口座番号６０５０５ ※募金の場合はその旨通信欄にご記入下さい。


